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租税特別措置法第 40 条では、「公益法人等に財産を寄附した場合の譲

渡所得等の非課税の特例」を規定しています。 

この「記載のしかた」は、令和８年４月１日以後、同条の公益法人等の

範囲に追加された「公益信託」への財産の拠出について、同条の規定の適

用を受けるための承認申請書の記載方法を説明しています。 

公益信託以外の公益法人等への寄附につきましては、「公益法人等に財

産を寄附した場合における『租税特別措置法第 40 条の規定による承認申

請書』の記載のしかた」をご覧ください。 

また、各種届出等につきましては、「『租税特別措置法第 40 条の規定

による届出等』の記載のしかた」をご覧ください。 

（注）今後、40条通達を改正し、公益信託に財産を拠出した場合における譲渡所得

等の非課税の特例の取扱いを明らかにする予定です（国税庁ホームページにお

いて公表します。）。 

また、それを踏まえて、この「記載のしかた」につきましても、40 条通達の

改正内容や具体的な記載例等を随時追加する予定です。 

税務署での面接による個別相談（関係書類等により具体的な事実関係を確認させていただく

必要がある相談など）を希望される場合は「事前予約制」とさせていただいております。 

あらかじめ税務署に電話で面接日時をご予約ください。 

公益信託に財産を拠出した場合における

「租税特別措置法第40条の規定による

承認申請書」の記載のしかた 
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※この「記載のしかた」において使用している略称は、次のとおりです。 
 

 

 

 
所法 ··························· 所得税法（昭和 40年法律第 33号） 

相法 ··························· 相続税法（昭和 25年法律第 73号） 

措法 ··························· 租税特別措置法（昭和 32年法律第 26 号） 

措令 ··························· 租税特別措置法施行令（昭和 32 年政令第 43号） 

措規 ··························· 租税特別措置法施行規則（昭和 32年大蔵省令第 15 号） 

公益信託法 ·················· 公益信託に関する法律（令和６年法律第30号） 

40条通達 ····················· 昭和55年４月23日付直資２－181「租税特別措置法第40条第１項後段の規 

定による譲渡所得等の非課税の取扱いについて（法令解釈通達）」 

基金告示 ····················· 平成 30 年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・ 

経済産業省・国土交通省・環境省告示第１号 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この「記載のしかた」は令和８年４月１日現在に施行されている法令等に基づいて作成して

います。 
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個人が、土地、建物、株式などの財産（事業所得の基因となるものを除きます。）を公益信託法第２

条第１項第１号に規定する公益信託（以下「公益信託」といいます。）の信託財産とするために、その

公益信託の受託者（個人か法人かを問いません。）に対して寄附（財産の贈与若しくは遺贈又は信託を

いいます。以下同じです。）をした場合には、これらの財産は寄附時の時価により譲渡があったものと

みなされ、これらの財産の取得時から寄附時までの値上がり益に対して所得税が課税されます（所法

59①一、67 の３⑩）。 

ただし、一定の承認要件を満たす寄附として国税庁長官の承認（以下「非課税承認」といいます。）

を受けたときは、この所得税を非課税とする制度が設けられています。 

なお、この非課税制度には、次の⑴の「一般特例」と⑵の「承認特例」の２つの制度があり、それぞ

れ承認要件が異なります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
⑴ 一般特例のあらまし 

イ 概要 

公益信託の信託財産とするために、その公益信託の受託者に財産を寄附した場合に、その寄附が

教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与することなど

次のロの要件を満たすものとして非課税承認を受けたときは、この寄附に対する所得税を非課税と

する制度です（措法 40①後段）。 
 

ロ 承認要件 

一般特例に係る非課税承認を受けるためには、公益信託の受託者に対する財産の寄附について次

の(ｲ)から(ﾊ)までに掲げる要件の全てを満たすことが必要です（措令 25の 17⑤）。 

 

 

 

 

この要件は、寄附を受けた公益信託の受託者のその寄附に係る公益信託法第７条第３項第４号に

規定する公益信託事務（以下「公益信託事務」といいます。）が公益の増進に著しく寄与するかど

うかにより判定します。 

１ 制度の概要 

(ｲ) 寄附が、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与

すること（措令 25 の 17⑤一）。 
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※ 上記の期間については、例えば、寄附を受けた公益信託の受託者が、寄附を受けた土地の上に建

物を建設し、その建物を公益信託事務の用に直接供する場合において、その建物の建設に要する期

間が通常２年を超えるときなど、一定のやむを得ない事情があるため、寄附財産を寄附があった日

から２年を経過する日までの期間内に寄附を受けた公益信託の受託者の公益信託事務の用に直接供

することが困難であると認められるときは、国税庁長官が認める日までの期間となります（措令 25

の 17④）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次のＡからＦまでの要件の全てに該当するときは、上記の所得税又は相続税若しくは贈与税の負

担を不当に減少させる結果とならないものとされています（措令 25の 17⑥二）。 

ただし、寄附を受けた公益信託の受託者（複数いる場合には、全ての受託者）が措法第 40 条第１

項第１号に規定する法人である場合において、その法人が次の①及び②の要件の全てを満たすとき

（この場合におけるその法人を「運営組織が適正な法人」といいます。以下同じです。）は、次の

Ｂの要件は不要となります（措令 25 の 17⑥二、措規 18 の 19④）。 

① その法人の運営組織が適正であること 

② その法人の寄附行為、定款又は規則において、法人の理事、監事、評議員その他これらの人

に準ずる人（以下「役員等」といいます。）のうち親族関係がある人及びこれらの人と特殊の

関係がある人（「特殊の関係がある人」については７ページを参照してください。）の数が、

それぞれの役員等の数のうちに占める割合は３分の１以下とする旨の定めがあること 

  

(ﾛ) 寄附財産（寄附を受けた財産をいい、代替資産を含みます。以下同じです。）が、寄附があった

日から２年を経過する日までの期間（※）内に寄附を受けた公益信託の受託者の公益信託事務の

用に直接供され、又は供される見込みであること（措令 25 の17⑤二）。 

「代替資産」とは 

「代替資産」とは、収用や災害など一定のやむを得ない理由により寄附財産を譲渡した場合に、その

収入金額の全部に相当する金額をもって取得した減価償却資産、土地、土地の上に存する権利及び株式

（株式にあっては、株式交換など一定のやむを得ない理由により寄附財産である株式を譲渡したことに

より取得したものに限ります。）などをいいます（措法 40①後段、措令 25 の 17③）。 

 

(ﾊ) 寄附をすることにより、寄附をした人の所得税の負担を不当に減少させ、又は寄附をした人の親

族その他これらの人と相法第 64 条第１項に規定する特別の関係がある人の相続税若しくは贈与税

の負担を不当に減少させる結果とならないと認められること（措令 25 の 17⑤三）。 
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Ａ 寄附財産を受け入れた公益信託が、その信託行為に定めるところにより適正に運営されるもの

であること（措令 25 の 17⑥二イ） 

Ｂ 寄附財産を受け入れた公益信託の信託行為において、次の(a)から(d)までの要件の全てを満た

す運営委員会その他これに準ずるもの（以下「運営委員会等」といいます。）を置く旨の定めが

あること（措令 25の 17⑥二ロ、措規 18 の 19⑤） 

(a)  運営委員会等は、公益信託の目的に関し学識経験を有する者、その公益信託の適正な運営に

必要な実務経験を有する者その他の者（以下「運営委員等」といいます。）で構成されること 

(b)  運営委員等のうち親族関係がある人及びこれらの人と特殊の関係がある人（「特殊の関係が

ある人」については７ページを参照してください。）の数がその運営委員等の数のうちに占め

る割合は、３分の１以下であること 

(c)  運営委員会等は、公益信託の受託者が信託財産の処分その他の公益信託事務の処理に関する

重要な事項を行うために必要とされる同意をする権限を有していること 

(d)  運営委員等に対して信託財産から支払われる報酬の額は、その任務の遂行のために通常必要

な費用の額を超えないことがその公益信託の信託行為で明らかであること 

Ｃ 寄附をした人等に対し、施設の利用、金銭の貸付け、資産の譲渡、報酬の支払その他信託財産

の運用及び公益信託の運営に関して特別の利益を与えないこと（措令 25の 17⑥二ハ）。 

「運営組織が適正である」ことの判定は 

運営組織が適正であるかどうかの判定は、次に掲げる事実が認められるかどうかにより行います（40

条通達 18）。 

① 公益信託の受託者である法人の寄附行為、定款又は規則において、「公益法人等に財産を寄附した

場合における『租税特別措置法第40条の規定による承認申請書』の記載のしかた」の「４ 承認申請

書の記載例等」の「 寄附行為、定款等についての確認事項」に掲げる事項が定められていること 

② 公益信託の受託者である法人の事業の運営及び役員等の選任などが、法令及び寄附行為、定款又は

規則に基づき適正に行われていること 

③ 公益信託の受託者である法人の経理については、その法人の事業の種類及び規模に応じて、その内

容を適正に表示するために必要な帳簿書類を備えて、収入及び支出並びに資産及び負債の明細が適正

に記帳されていると認められること 

「寄附をした人等」とは 

次の①から③までに掲げる人をいいます。 

① 寄附をした人 

② 寄附を受けた公益信託の受託者又は公益信託法第４条第２項第２号に規定する信託管理人（以下

「信託管理人」といい、その受託者又は信託管理人が法人である場合には、その法人の理事、取締

役、執行役、業務を執行する社員、監事若しくは監査役又はこれらに準ずる人（以下「理事等」とい

います。）を含みます。） 

③ ①又は②に掲げる人と親族関係がある人及びこれらの人と特殊の関係がある人（「特殊の関係があ

る人」については７ページを参照してください。） 
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Ｄ 寄附財産を受け入れた公益信託の信託行為において、その公益信託が終了した場合の残余財産

が国若しくは地方公共団体又は他の措置法第 40 条第１項に規定する公益法人等に帰属する旨の定

めがあること（措令 25の 17⑥二ニ）。 

Ｅ 寄附財産を受け入れた公益信託につき公益に反する事実がないこと（措令 25 の 17⑥二ホ）。 

Ｆ 寄附により株式が公益信託の信託財産とされた場合には、その株式の受入れによりその公益信

託の受託者（複数いる場合には、いずれかの受託者）の有することとなるその株式の発行法人の

株式（寄附前からその公益信託の受託者が信託財産として有する株式及び固有財産（信託財産と

して保有する財産以外の財産をいいます。）として有する株式を含みます。）が、その発行済株

式の総数の２分の１を超えることとならないこと（措令 25の 17⑥二ヘ）。 
 

 

⑵ 承認特例のあらまし 

イ 概要 

公益信託の信託財産とするために、公益信託の受託者に財産を寄附した場合に、寄附をした人が

寄附を受けた公益信託の受託者の親族に該当しないことなど、次のロの要件を満たすものとして非

課税承認を受けたときは、この寄附に対する所得税を非課税とする制度です（措令 25 の 17⑦）。 

なお、承認特例に係る申請書を提出した日から１か月以内（寄附財産が株式等である場合には、

３か月以内）にその申請について非課税承認がなかったとき、又は承認しないことの決定がなかっ

たときは、その申請について非課税承認があったものとみなされます（措令 25の 17⑧二）。 

 

 

 

 

 

 

  

「特殊の関係がある人」とは 
 

「特殊の関係がある人」とは、次の①から④までに掲げる関係を有する人をいいます（措令25の17⑥一イ）。 

① その人と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある人 

② その人の使用人及び使用人以外の人でその人から受ける金銭その他の財産によって生計を維持して

いる人 

③ ①又は②に掲げる人の親族でこれらの人と生計を一にしている人 

④ 次に掲げる法人の法人税法第２条第 15 号に規定する役員（イにおいて「会社役員」といいます。）

又は使用人 

イ その人が会社役員となっている他の法人 

ロ その人及び①から③までに掲げる人並びにこれらの人と法人税法第２条第 10 号に規定する政令

で定める特殊の関係のある法人を判定の基礎にした場合に同号に規定する同族会社に該当する他の

法人 

「株式等」とは 

次の①から③までに掲げる資産をいいます（措令 25 の 17⑧）。 

① 措法第 37 条の 10 第２項に規定する株式等（同項第１号から第３号まで、第５号及び第６号に掲げる

ものに限ります。） 

② 新株予約権付社債（資産の流動化に関する法律第 131 条第１項に規定する転換特定社債及び同法第

139 条第１項に規定する新優先出資引受権付特定社債を含みます。） 

③ 所法第 174 条第９号に規定する匿名組合契約の出資の持分 
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ロ 承認要件 

承認特例に係る非課税承認を受けるためには、公益信託の受託者に対する財産の寄附について次

の(ｲ)から(ﾊ)までに掲げる要件の全てを満たすことが必要です（措令 25の 17⑦）。 

 

Ａ その基金が他の経理と区分して整理されていること（基金告示２一） 

Ｂ その基金が公益信託事務に充てられることが確実であること（基金告示２二、別表） 

Ｃ その基金に組み入れた財産の運用によって生じた利子その他の収入金（その収入金を もって

取得した資産を含みます。）をその基金に組み入れることとしていること（基金告示２三） 

Ｄ その基金への財産の組入れ、その組み入れた財産の運用、その運用によって生じた利子その他

の収入金の使途等基金の管理及び運用に関する重要事項について審議する合議制の機関を設置し

ていること又はその公益信託の信託行為において、その重要事項についてその公益信託の信託管

理人の同意を得る旨の定めがあること（基金告示２四） 

Ｅ その基金に組み入れた財産の種類、寄附をした人の取得価額、寄附時の価額その他参考となる

べき事項を記載した基金明細書で、その公益信託の信託管理人の承認を受けたものを、毎信託事

務年度終了後３か月以内に、所轄庁に提出するとともに、その写しを作成した日の属する信託事

務年度の翌年度の開始の日から５年間、その公益信託の受託者の住所若しくは居所又は本店若し

くは主たる事務所の所在地に保存することとしていること（基金告示２五） 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

「合議制の機関」とは 
 

重要事項について審議する合議制の機関を設置すること又は重要事項について信託管理人の同意を得ることを要

件としているのは、基金に組み入れた資産が恣意的に寄附をした者やその関係者の利益に資するように使われるこ

とがないようにするためです。 

このような趣旨を踏まえ、合議制の機関は、公益社団法人や公益財団法人における理事会のような適切な機関で

あることが求められます（合議制の機関の構成要件等につきましては、公益信託の所轄庁にお問い合わせくださ

い。）。 

(ﾊ) 寄附の申出を受け入れること及び寄附財産を上記(ﾛ)の基金に組み入れる方法により管理するこ

とについて、寄附財産を受け入れた公益信託の合議制の機関の決定又は信託管理人の同意を得て

いること（措令 25 の17⑦ 三、措規18 の 19⑨ 六)。 

(ｲ) 寄附をした人が寄附を受けた公益信託の受託者及び信託管理人（その受託者又は信託管理人が

法人である場合には、その理事等を含みます。）並びにこれらの人と親族関係がある人及びこれ

らの人と特殊の関係がある人（「特殊の関係がある人」については７ページを参照してくださ

い。）に該当しないこと（措令 25 の 17⑦一）。 

(ﾛ) 寄附財産が、公益信託事務に充てるための基金（次のＡからＥまでに掲げる要件の全てを満た

すことについて、寄附を受けた公益信託の受託者が公益信託の所轄庁の証明（※）を受けたもの

に限る。）に組み入れる方法により管理されていること（措令 25 の 17⑦二ヘ、基金告示２）。 

  ※ 基金の証明手続等については、公益信託の所轄庁にお問い合わせください。 
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⑴ 承認申請書の提出から承認までの流れ 

非課税承認を受けようとする場合には、次のとおり「租税特別措置法第 40 条の規定による承認申請

書」（以下「承認申請書」といいます。）及び必要な添付書類を提出しなければなりません。 

なお、承認申請書とともに提出を要する添付書類については、国税庁ホームページで公表している

各承認申請書の記載要領等の「添付書類」をご覧ください。 

また、承認申請書及び添付書類は、それぞれ３部提出していただくようお願いします。 
 

《承認申請書を提出する人》 

原則として、寄附をした人（遺贈（遺言による信託を含みます。）の場合は、遺贈をした人

の相続人及び包括受遺者）です。 

《承認申請書の提出先》 

寄附をした人の所得税の納税地を所轄する税務署（以下「提出先税務署」といいます。）に

提出します。 

《承認申請書の提出期限》 

原則として、寄附の日から４か月以内（その期間を経過する日前に、寄附をした日の属する

年分の所得税の確定申告書の提出期限が到来する場合には、その提出期限まで。以下「提出期

限」といいます。）です。 

《承認申請書の用紙》 

国税庁ホームページに掲載していますので、印刷してご使用ください。 

【国税庁ホームページ】https://www.nta.go.jp 

【掲載場所】「ホーム＞税の情報・手続・用紙＞申告手続・用紙＞申告・申請・届出等、用紙 

（手続の案内・様式）＞税務手続の案内（税目別一覧）＞Ａ４譲渡所得税関係＞Ａ４-13租

税特別措置法第40条の規定による承認申請（公益信託用）」（令和８年４月現在） 

《承認のための要件》 

「１ 制度の概要」の「⑴ロ 承認要件」（４ページ）又は「⑵ロ 承認要件」（８ページ）を

ご覧ください。 

なお、承認のための要件を確認するため、必要に応じて、申請内容の確認や追加の提出書類

をお願いすることがあります。 

 

⑵ 提出する承認申請書等 

イ 一般特例の場合 

一般特例の適用を受けようとする場合には、次の承認申請書及び添付書類を提出期限までに提出

先税務署へ提出してください（措令 25の 17①）。 

なお、承認申請書第 11 表から第 16 表までについては、寄附を受けた公益信託の受託者が行って

いる公益信託事務ごとにそれぞれ該当する様式を使用してください。 

おって、寄附を受けた公益信託の受託者（複数いる場合には、全ての受託者）が、運営組織が適

正な法人である場合（「運営組織が適正な法人」については５ページを参照してください。）は、

承認申請書第６表の４に代えて、承認申請書第５表及び第６表を提出してください。 

(ｲ) 承認申請書第１表（「単独提出者・共同提出の代表者用」）（承認申請書第１表－付を含みま

す。） 

(ﾛ) 承認申請書第２表（公益信託用） 

２ 非課税承認のための申請の手続 

承認申請書の提出

審 査

承認（又は不承認）の通知
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(ﾊ) 承認申請書第３表（承認申請書第３表－付１又は第３表－付２を含みます。） 

(ﾆ) 承認申請書第４表 

(ﾎ) 承認申請書第６表の２ 

(ﾍ) 承認申請書第６表の３ 

(ﾄ) 承認申請書第６表の４ 

(ﾁ) 承認申請書第７表 

(ﾘ) 承認申請書第８表 

(ﾇ) 承認申請書第９表 

(ﾙ) 承認申請書第10 表 

(ｦ) 承認申請書第11表（学校を設置運営する事業用） 

(ﾜ) 承認申請書第12表（育英事業用） 

(ｶ) 承認申請書第13表（助成事業用） 

(ﾖ) 承認申請書第14表（社会福祉事業・医療事業用） 

(ﾀ) 承認申請書第15表（宗教の普及その他教化育成に寄与することとなる事業・美術館等を設置運営す

る事業用） 

(ﾚ) 承認申請書第16表（図書館を設置運営する事業・その他の公益目的事業用） 

(ｿ) 承認申請書第17表 

(ﾂ) 承認申請書及び添付書類の記載事項が事実に相違ない旨の確認書 

(ﾈ) 租税特別措置法第40条承認申請書添付書類チェックシート（一般特例用）（公益信託用） 

(ﾅ) 上記承認申請書各表における必要な書類 

ロ 承認特例の場合 

(ｲ) 承認特例の適用を受けようとする場合には、次の承認申請書及び添付書類を提出期限までに提出

先税務署へ提出してください（措令 25の 17①⑦）。 

① 承認申請書第１表（「単独提出者・共同提出の代表者用」）（承認申請書第１表－付を含みま
す。） 

② 承認申請書第２表（公益信託用） 

③ 承認申請書第３表（承認特例用)（承認申請書第３表－付２を含みます。） 

④ 承認申請書第６表の２ 

⑤ 承認申請書第６表の３ 

⑥ 承認申請書及び添付書類の記載事項が事実に相違ない旨の確認書 

⑦ 贈与又は遺贈をした者が公益信託の受託者及び信託管理人並びにこれらの者の親族等に該当し

ない旨の誓約書、贈与又は遺贈をした者が公益信託の受託者及び信託管理人並びにこれらの者の

親族等に該当しないことを確認した旨の証明書 

⑧ 寄附を受けた公益信託の受託者から交付を受けた次のＡからＣまでの書類 

Ａ 寄附財産を受け入れた公益信託の合議制の機関又は信託管理人において、「１ 制度の概要」

の「⑵ロ 承認要件」の(ﾊ)（８ページを参照してください。）に掲げる決定又は同意をした旨及

びその決定又は同意をした事項の記載のある議事録その他これに相当する書類の写し 

Ｂ Ａの決定又は同意に係る財産の種類、所在地、数量、価額などの事項を記載した書類 

Ｃ 基金に組み入れる方法により管理されることを証する所轄庁の証明書の写し 

⑨ 租税特別措置法第40条承認申請書添付書類チェックシート（承認特例用）（公益信託用） 

⑩ 上記承認申請書各表における必要な書類 



 

(ﾛ) 承認特例に係る非課税承認を受けた人は、その寄附をした日の属する信託事務年度において、寄

附財産について、基金に組み入れる方法により管理されたことが確認できる基金明細書の写しを、

その信託事務年度終了の日から３か月以内（その期間の経過する日後に承認申請書の提出期限が到

来する場合には、その提出期限まで）に提出先税務署へ提出してください。 

なお、基金明細書の写しが、提出すべき期限までに提出されなかった場合には、「３ 非課税承

認の取消し」の「⑴ 寄附をした人に対し、所得税が課税される場合」の ハ（12ページを参照して

ください。）に該当して、国税庁長官は、非課税承認を取り消すことができることとされています

ので、期限までに必ず提出してください。 

⑶ 寄附をした人が共同で申請する場合の手続 

同一の公益信託の信託財産とするために財産の寄附をした人が複数いる場合において、それらの人が

非課税承認を受けようとするときは、共同で非課税承認の申請をすることができます。 

共同で申請する場合には、次の区分ごとに、それぞれに掲げる承認申請書に必要な書類を添付して、

提出期限までに提出先税務署へ提出してください。 

イ 申請をする人が共同提出の代表者である場合 

上記⑵のイ又はロに掲げる承認申請書及び添付書類を提出期限までに提出先税務署へ提出してください。 

ロ 申請をする人が共同提出の代表者以外の人である場合 

上記⑵のイ又はロに代えて、承認申請書第１表（「共同提出の代表者以外の者用」）を提出期限

までに提出先税務署へ提出してください（添付書類の提出は不要です。）。 

⑷ 寄附をした人の相続人等が申請する場合の手続 

公益信託の受託者に対する遺贈について非課税承認を受けようとする場合や公益信託の受託者に財

産を寄附した人が非課税承認を受けるための承認申請書を提出する前に死亡した場合には、原則とし

て、寄附した人の相続人及び包括受遺者全員の連名により、次の承認申請書及び添付書類を提出期限

までに提出先税務署へ提出してください。 

イ 承認申請書第１表（「死亡した贈与者・遺贈者用」） 

ロ 上記⑵イの(ﾛ)から(ﾅ)まで又は上記⑵ロ(ｲ)の②から⑩までに掲げる承認申請書及び添付書類 

⑸ 承認申請書を提出した後に寄附をした人が死亡した場合の手続 

公益信託の受託者に財産の寄附をした人が承認申請書を提出した後に死亡した場合には、その死亡し

た人の相続人及び包括受遺者全員の連名で「租税特別措置法第 40 条の規定による承認申請書を提出した

者が死亡した旨の届出書」を作成し、添付書類とともに提出先税務署へ提出してください。 
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国税庁長官は、寄附財産が寄附を受けた公益信託の受託者の公益信託事務の用に直接供されなくなっ

た場合など一定の事実が生じた場合（その受託者がその寄附財産（その寄附財産の譲渡をした場合には、

その譲渡による収入金額の全部に相当する額の金銭）を国又は地方公共団体に贈与した場合などを除き

ます。）には、非課税承認を取り消すことができることとされています。 

非課税承認が取り消された場合には、その取り消されることとなった事実の内容に応じ、寄附をした

人又は寄附を受けた公益信託の受託者に対して、原則として、その取り消された日の属する年分の譲渡

所得等として所得税が課税されます（措法 40②③、措令 25の 17⑩～⑬、⑮～⑱）。 

なお、公益信託の受託者が複数いる場合には、上記の所得税は、その公益信託の信託事務を主宰する

受託者（以下「主宰受託者」といいます。）に課税され、その他の受託者はその所得税につき連帯納付

の責任を負うこととされています（措法 40④四）。 

非課税承認が取り消された場合における所得税の課税及び非課税承認が取り消されることとなる事実

の具体的内容は、次のとおりです。 

⑴ 寄附をした人に対し、所得税が課税される場合 
 

次に掲げる事実が生じたことにより非課税承認が取り消された場合には、寄附をした人に対して、

所得税が課税されます（措法 40②、措令 25の 17⑩～⑫）。 

イ 寄附があった日から２年を経過する日までの期間（※１）内に、寄附財産（基金（※２）により

管理されているものを除きます。）が寄附を受けた公益信託の受託者の公益信託事務の用に直接供

されなかったこと 

※１ 一定のやむを得ない事情がある場合には、国税庁長官が認める日までの期間（５ページを参

照してください。）となります。 

※２ 「１ 制度の概要」の「⑵ロ 承認要件」の(ﾛ)の基金（８ページを参照してください。）をい

います。 

ロ 寄附財産が、寄附財産を受け入れた公益信託の公益信託事務の用に直接供される前に、不当減少

要件（「１ 制度の概要」の「⑴ロ 承認要件」の(ﾊ)（５ページを参照してください。）に掲げる要

件をいいます。⑵イ(ﾛ)において同じです。）に該当しないこととなったこと 

ハ 承認特例に係る申請書を提出した人が、「２ 非課税承認のための申請の手続」の「⑵ロ 承認特

例の場合」の(ﾛ)（11 ページを参照してください。）の書類の写しを、提出すべき期限までに提出

しなかったこと 

⑵ 寄附を受けた公益信託の受託者に対し、所得税が課税される場合 
 

イ 概要 

次に掲げる事実（上記⑴に掲げる事実を除きます。）が生じたことにより非課税承認が取り消さ

れた場合には、寄附を受けた公益信託の受託者（複数いる場合には、主宰受託者に限ります。）に

対して、所得税が課税されます（措法 40③、④四、措令 25の 17⑬、⑮～⑱）。 

(ｲ) 寄附財産（基金により管理されているものを除きます。）が、寄附財産を受け入れた公益信託

の公益信託事務の用に直接供されなくなったこと 

  ※ 寄附を受けた公益信託の受託者から、「公益法人等が財産等を公益目的事業の用に直接供し

３ 非課税承認の取消し 
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なくなった場合の届出書（「『租税特別措置法第40条の規定による届出書』の記載のしかた」の「50

ページ参照）」及び添付書類の提出があった場合には、原則として、上記(ｲ)に該当します。 

(ﾛ) 不当減少要件に該当しないこととなったこと 

(ﾊ) 承認特例に係る申請書の提出時において、「１ 制度の概要」の「⑵ロ 承認要件」の(ｲ)（８ペ

ージを参照してください。）に掲げる要件に該当していなかったこと 

(ﾆ) 承認特例に係る申請書の提出時において、「１ 制度の概要」の「⑵ロ 承認要件」の(ｲ)（８ペ

ージを参照してください。）に掲げる要件に該当しなくなることが明らかであると認められ、か

つ、その提出の後にその要件に該当しないこととなったこと 

ロ 詳細 

 公益信託の受託者に対し所得税が課税される場合には、各公益信託の信託資産等（信託財産に属

する資産及び負債並びにその信託財産に帰せられる収益及び費用をいいます。以下同じです。）及

び固有資産等（公益信託の信託資産等以外の資産及び負債並びに収益及び費用をいいます。以下同

じです。）ごとにそれぞれ別の者とみなされます（措法 40④三）。 

この取扱いにより、公益信託の受託者は、固有資産等とは区別して、各公益信託単位で信託資産

等について所得税が課税されることとなりますが、その課税に係る計算上、障害者控除、寡婦控除、

ひとり親控除、勤労学生控除、配偶者（特別）控除、扶養控除及び特定親族特別控除は適用されま

せん（措法 40④三）。 

これらの控除は、公益信託の受託者の固有資産等に係る所得税のみに適用されます。 

 

(参考) 寄附財産の買換えについて 

公益信託の受託者が、非課税承認に係る寄附財産を譲渡した場合には、その寄附財産をその公益信

託の公益信託事務の用に直接供することができないこととなることから、原則として、非課税承認が

取り消されることとなります。 

ただし、公益信託の受託者が、その譲渡による収入金額の全部に相当する金額をもって新たな資産

を取得し、かつ、一定の要件を満たすことにより、非課税承認を継続することができる特例等が設け

られています。 

なお、各特例等の概要や必要となる届出書様式については、「『租税特別措置法第 40 条の規定によ

る届出書』の記載のしかた」を参照してください。 


